




























保育業W社
。認可外保育施設を設置し、その「利用時間枠」を企業に提供している。契約企業がN社に利用料

を支払う。
O短時間勤務の人、幼稚園が休みのとき、あるいは自宅で仕事をしている人（会議のために会社に

出向くとき）などの利用がある。幼稚園の後の時間を過ごすための二重保育（アフタ ースク ール）と
しての利用もあるc

0 0歳～3歳の子どもが多い。4歳以上になると、もっと広い環境を望み、幼稚園に移ってして己
0契約している企業にとっては、事業所内保育施設は設置していなくても、保育のバックアップp体制

が整っていることを社内外にアピールできる。
0 リスク回避として、安定した収入源がなくてはならない。N社の場合、基本は月極保育であり、これ

が安定した収入源となっている。その上で、他社に利用時間枠を提供している。

保育業V社
。認証保育所と事業所内保育施設が融合できればよいと考えている。事業所内保育施設のように、

認証保育所を利用できるようになればいい。
。事業所内保育施設の助成制度でも、半数以上が設置企業の子どもであれば、それ以外は地域の

子どもも受け入れることができるが、運営補助金が安い。
O認証保育所の方が運営費補助が多い D しかし、利用者はその自治体の在住者に限定されてい

る。
O認証保育所の利用者を、その自治体の在勤者にまで広げてもらいたい。その自治体の企業も、法

人税などにより自治体に貢献している。

(3）共同設置型事業所内保育施設について

1)共同設置型事業所内保育施設に対する評価
事業所内保育施設のあり方として、共同J設畠は望ま，L い方；印求、ある口
ただらゥ立地が重要で、ある。まず、本社機能の集積している東京が適している 口 キャ

刀ゲダを意識して継続就業を望む女性が多い
他方、都心に限らず、郊外の中小企業においても、複数企業による共同設置の事業所 
内保育施設に対するニ ー ズはある。郊外の中小企業ではパート労働者が多いが、 パ ート
労働者は翻保育所の利用の優先順位が低いロまた、勤務時間が認可保育所に合わない
場合もある。そのため、自社の勤務時間に合わせて、またパート労働者も利周できる事
業所内保育施設への期待は高い口

戸

さらに、郊外の工場地帯など、複数の企業が集積している地域でも、共同設置型での
事業所内保育施設が適している。
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